
令和6年3月10日　第404号

  　帯広消費者協会機関紙「おびひろ消協だより」

おびひろ消協だより「ささやき」

第404号

令和6年3月10日発行

一般社団法人帯広消費者協会
とかちプラザ１F（西4南13）

TEL ２２－７１６１（直通）

TEL ２２－８３９３（相談）

Fax ６６－５９６５

E-mail osk-1@atlas.plala.or.jp

URL http://obihiro-sk.main.jp/

帯広市消費生活アドバイスセンター展示室

● テーマ

「事前に知って あるある“住居賃貸のトラブル”」

● 展示期間 令和6年2月下旬～５月中旬

● 主な展示内容

・ はじめての一人暮らし ～部屋探しから退去するまで～

・ 部屋探しの流れ(全宅連「はじめての一人暮らしガイドブック」より）

・ 「原状回復」をきちんと知ろう

・ 引越トラブルを防ごう

※ パンフレット取り揃えております。
参考にしてください。
(公益社団法人北海道宅地建物取引業協会様より提供）
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令和6年1月19日(金)、とかちプラザ調理室において、下川泉

巳氏（アンナアンナ）が講師を務める「牛乳・乳製品料理講習会」

を開催しました。

会員17名、非会員3名の計20名が、下川シェフオリジナルレシ

ピ「お豆とベーコンのチャウダー」、「鶏もも肉のフリカッセ」、

「ヨーグルトのムース」3品の調理を学びました。

参加者からは、「楽しかった」「講師がやさしく、わかりやすい説

明だった」「美味しい料理で大変満足した」「牛乳を活用したメ

ニューはマンネリ化しているのでシェフのレシピを参考に工夫し

て多く取り入れたい」などの感想が寄せられました。

「牛乳乳製品料理講習会」開催しました。
＜ホクレン農業協同組合連合会＞

令和6年2月2日(金)、17日(土)の両日、とかちプラ

ザ調理室において「令和5年度みそづくり講習会」を

開催しました。 講師には清川町で農家を営む佐藤淑

子氏をお迎えし、40名の参加者が手作りのみそづく

りに挑戦しました。

「みそづくり講習会」開催しました。
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：　令和6年2月中旬～令和6年3月2日まで

：　円(小数点以下銭）

前　月 1,837.06 2,630.00 2,303.02 4,829.28 9,405.00 8,648.38

5,230.26 8,093.14 9,405.00 8,662.712,304.45 4,845.78

5,610.00

平均 最低

5,610.00

5,223.09 8,060.14

前　月 117.70 122.10

今　月 1,840.36 2,631.00

プロパンガス（メーター買い）３店

１㎥当たり ５㎥当たり １０㎥当たり

最低 最高 平均 最低 最高 最高 平均

120.14 前　月

最低 最高 平均

167.00 180.00 172.27

169.00 180.00 172.82

今　月 117.70 122.10 120.14 今　月

最低 最高 平均

令和6年3月　価格の動向
購 入 日

単 位

灯油（１㍑当たり）５店 ガソリン(１㍑当たり)11店

1月10日(金）とかちプラザ4階402号室において帯

広市主催の冬休み親子消費者講座「親子でハンドメイド

～手縫いでかわいいネコ耳キャップを作ろう～」が開催

され、帯広消費者協会「手造りの会」村上早苗氏が講師

を務め、会のメンバー5名も参加し、小学生とその保護

者に作り方をわかりやすく説明しました。

帯広消費者協会ホームページのご案内

帯広消費者協会

帯広消費者協会のホームページでは、消費

者トラブルの事例や料理講習会、セミナー

など各種イベントの情報を紹介しています。

ぜひご活用ください。

URL http://obihiro-sk.main.jp/

＊ 地域消費者講座 受付中！

地域消費者講座は、町内会、老人会、各

種サークル等で、消費者として、訪問販

売・通信販売・悪質商法など身近な問題に

ついて学んで頂くための講座です。ご希望

のテーマに沿った講座を開催いたしますの

で、お気軽にお問合せ下さい。

● 帯広市消費生活アドバイスセンター
TEL 0155-22-8393

「帯広市冬休み親子消費者講座」に参加

● 令和5年度最後の「ささやき」となりました。会員の皆様には協会活動に対しまして、何かとご支援

ご協力を頂き厚くお礼申し上げます。次年度も、消費者問題の知識・関心を深め楽しんで学習して頂け

るような事業を企画、啓発していきたいと思います。＜企画部・啓発部＞
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令和5年 相談件数 　協賛団体のご紹介（令和6年2月現在）

帯広市消費生活アドバイスセンター

室談相

～ 賃貸住宅、退去時の「原状回復」トラブルに注意 ～

1月

103 件

ＮＯＷ (0155)22-8393

当協会の目的と活動にご協賛いただいている協賛団体の方々です。

● 来海有起税理士事務所

● 帯広地方卸売市場株式会社

● 株式会社ズコーシャ

● 株式会社 E 保険プランニング帯広東支店

● 宮坂建設工業株式会社

● 東洋株式会社

● 株式会社オカモトホールディングス

● 株式会社まるよし

令和5年度 累計件数

(令和5年4月～令和6年2月)

1,318 件

2月

１14 件

【アドバイス】

国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、破損部分のみの補修が可

能でも、破損部分を含む「壁の1面分」の張り替え費用を借主が負担することは妥当とされ

ています。しかし、部屋全体のクロス張替えは「グレードアップ」に相当し、借主負担とす

ることは妥当ではないとされています。破損部分を含む壁の1面が借主負担、それ以外の色

合わせのための張り替えは貸主負担と考えられます。

6年間住んだアパートを退去。リビングのクロスが一か所破れてしまっており、立ち会い

時には2万円～4万円程度の費用負担と言われた。しかし退去後に管理会社から22万円の請

求書が送られてきた。明細書を見ると、リビングのクロス全面張り替えと記載されていた。

一か所しか破損していないのに全面張り替えの費用を全て支払うのは納得いかない。

【相談事例】

「原状回復」とは

賃貸借契約の「原状回復」とは、借主の故意・過失によって生じたキズや汚れ

（損傷）など、また、借主が通常の使用方法ではないような使い方をしたことで

生じた損傷などを元に戻すことをいいます。賃貸借契約が終了したとき、借主は

原状回復を行う義務があります。しかし、借主の責任によるものではない損傷な

どや、通常損耗（普通に使っていて生じた損耗）、経年劣化（年月の経過による

損耗など）については原状回復を行う義務はありません。

詳しくは国土交通省のホームページで「原状回復をめぐるトラブルとガイドラ

イン」（再改訂版）をご参照ください。

帯広市消費生活アドバイスセンターにも原状回復ガイドラインの基本となるポ

イントをわかりやすく図解・解説した「原状回復のてびき（再改定版）」(公益社

団法人北海道宅地建物取引業協会発行）の冊子がありますので、必要な方は来所

時にお声がけください。
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